
本会は、2012年５月に結成され、同年９月12日にＮＰＯ法人の認
証を受けました。
活動の視点を、笠岡の元気を創る“まちおこし”とし、特に、①

島、②農村、③商店街、④干拓の活性化支援を行い、同時に社会的
弱者の方々の“さいごの砦”“駆け込み寺”として、会員のみなさ
ん方と力を合わせて、生活相談を強めていきたいと思います。

元気会 〒714-0085 笠岡市四番町3-20 ℡６３-０９１１ HP http://kasaoka-genkikai.com

（「元気会」の事務所は、笠岡グランドホテル正面です 気軽にお立ち寄りください）

昨年９月にＮＰＯ法人の認証を受け、定款の定めに

よる初めての総会を、６月14日(金)午後６時よりサン

ライフで、50人の参加により開催しました。一年間の

各分野での駆け込み寺的活動や、地域を元気にする活

動の報告がされ、引き続き、ネットワーク強化の方針

を全員で再確認しました。

私たちの活動は、ボランティアの心を基本に、豊

かで元気な笠岡づくり、また、誰もが万一のアクシ

デントに巻き込まれた時、笠岡に住む人のさいごの

セーフティーネットの役割を、ＮＰＯという舞台で

展開しようとするものです。この時に必要な人的支

援、財的支援は、志を理解していただいている会員

のみなさま方の力がなければ、継続することは不可能です。

この一年間、約４００件におよぶ案件に対応できたのも、こうした会員のみなさんのお力があったればこそ

です。一年を振り返り、本当にお世話になりました。



お金の貸し借り、借地・借家トラブル、交通事故、etc.。

なかなか解決できない問題で、即訴訟とまではというケースの場合、一般的に裁判所の

調停は良く知られていますが、岡山弁護士会の仲裁センターの仲裁という方法もあります。

弁護士による法律相談の後、相談弁護士さんの紹介などで、仲裁手続きがとれます。

先般、「元気会」に相談のあった困難ケースを、この「弁護士仲裁」に申し立てをした

ところ、第一回目の仲裁で解決しました。

弁護士とか、裁判所という所は、なかなか足が一歩前に進まないという方で、お悩みの

方がもし居られましたら、とりあえず「元気会」６９－０９１１までご連絡を。

琴暎会のメンバーによります、

あの面白い“南京玉すだれ”が

商店街を歩きます。

「元気会」を支え

てくださる会費は、

月額1000円です。

会員のみなさん、

大変お世話になり

ます。

ぜひ、事務所へお

立ち寄りください。

飛島一周４㎞を歩きます。

昼食は、地元うどん♪

４０人が参加予定！！

今年も市役所前演舞場で

1200人のよっちゃれの夜

ちなみに、夏祭りの花火は

７月27日(土)です。

笠岡湾干拓地をバスで一周。

農園ではアスパラガス、農場で

は希望園の酪農、そしてバラな

どを見学。参加費1,000円。

お申し込みは６９－０９１１

定員は２０人です。

市民会館 ＰＭ２：００～
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